
寄附金・特別会費・賛助会費の税額優遇措置について 

令和４年４月１日 

 

知立市社会福祉協議会は、『特定公益増進法人（社会福祉法人）』であり、知

立市社会福祉協議会への寄附金・特別会費・賛助会費は、税制上の優遇措置が

あります。 

また、知立市社会福祉協議会は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日

までの５年間、知立市から『税額控除対象法人』として証明を受けました。 

  

１．個人の場合 

 

（１）所得税 

 

  確定申告の際に、『税額控除』又は『所得控除』の内、いずれか有利な方を

選択することができます。 

  『税額控除』を選択し、確定申告する際は、『税額控除に係る証明書（写

し）』の添付が必要となります。 

   

  ① 税額控除：以下の計算式により算出された金額が所得税額から控除 

    税額控除額＝（年間寄附金合計額－２,０００円）×４０％ 

     ※ 年間寄附金合計額は、年間所得額の４０％が限度 

     ※ 税額控除額は、所得税額の２５％が限度 

 

  ② 所得控除：以下の計算式により算出された金額が年間所得額から控除 

    所得控除額＝年間寄附金合計額－２,０００円 

     ※ 年間寄附金合計額は、年間所得額の４０％が限度 

 

（２）住民税 

 

  確定申告により、愛知県にお住まいの方は、県民税の税額控除が、知立市

にお住まいの方は、市民税の税額控除が受けることができます。 

  その他の自治体にお住まいの方は、それぞれの市町村へお問い合わせくだ

さい。 

 

【税額控除対象法人】の場合 



  ① 県民税 

    税額控除額＝（年間寄附金合計額－２,０００円）×４％ 

     ※ 年間寄附金合計額は、年間所得額の３０％が限度 

 

  ② 市民税 

    税額控除額＝（年間寄附金合計額－２,０００円）×６％ 

     ※ 年間寄附金合計額は、年間所得額の３０％が限度 

 

２．法人の場合 

 

（１）法人税 

 

  『特定公益増進法人（社会福祉法人）』である知立市社会福祉協議会へのご

寄附は、一般寄附金損金算入限度額に加えて、これとは別枠で損金の額に算

入することができます。 

 

  ① 一般の寄附金の損金算入限度額 

            当期の月数 ２.５        ２.５ １ 
    （資本金等の額×  １２  ×1,000＋所得の金額×１００×４ 

 

  ② 特定公益増進法人への寄附金の損金算入額（次のいずれか少ない金額） 

   １）特定公益増進法人に対する寄附金の合計額 

   ２）特別損金算入限度額 

            当期の月数  3.75        6.25  １ 
    （資本金等の額×  １２  ×1,000＋所得の金額×１００×２ 

   ※ 特定公益増進法人への寄附金の内、損金に算入されなかった金額は、

一般の寄附金の額に含めます。 

 

 なお、詳細については、所得税・法人税の控除については税務署に、県民税

については愛知県に、住民税については市区町村に、直接、お問い合わせくだ

さい。 

 


